
基
本
勺白

人
権
の
歴
史
生
O

ー
ー
沖
縄
と
の
渡
航
の
自
由
の
展
開
過
程
を
素
材
に

萩

野

芳

夫

基本的人権の歴史性（一→（萩野）

　
　
　
目
　
　
　
　
次

一
、
は
じ
め
に
ー
基
本
的
人
権
論
の
再
検
討

二
、
沖
縄
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
存
在
構
造

　
O
　
米
国
憲
法
に
よ
る
保
障
、

　
⇔
　
日
本
国
憲
法
に
よ
る
保
障

　
◎
　
行
政
命
令
t
布
令
、
布
告
－
民
立
法
に
よ
る
保
障

　
　
1
、
琉
球
政
府
裁
判
所
の
法
令
審
査
権

　
　
2
、
布
令
、
布
告
と
民
立
法
の
優
劣
（
以
上
本
号
）

三
、
沖
縄
と
の
渡
航
の
自
由
の
展
開
過
程

四
、
基
本
的
人
権
の
理
念
と
歴
史
性

あ
と
が
き
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説論

一
、
は
じ
め
に
ー
基
本
的
人
権
論
の
再
検
討

　
一
九
七
一
年
度
の
民
主
主
義
科
学
者
協
会
法
律
部
会
秋
季
学
術
総
会
は
、
「
七
〇
年
代
に
お
け
る
法
律
学
の
課
題
」
の
統
一
テ
ー
マ
を
設
定

し
た
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
過
裡
で
、
杉
本
幹
夫
氏
は
、
憲
法
学
が
六
〇
年
代
に
当
面
し
て
き
た
諸
問
題
と
そ
れ
に
学
界
が
対
応
し
て
き
た

理
論
戦
線
の
状
況
を
総
括
す
る
な
か
で
、
基
本
的
人
権
の
歴
史
性
を
強
調
し
て
、
超
歴
史
的
な
基
本
的
人
権
の
理
念
を
ア
プ
リ
・
オ
リ
に
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
六
〇
年
代
に
お
け
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
憲
法
学
上
の
業
績
の
一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ワ
じ

柳
信
一
氏
の
論
文
「
近
代
国
家
に
お
け
る
基
本
的
人
権
」
を
、
渡
辺
－
片
岡
論
争
と
の
関
連
で
、
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
展
開

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
た
理
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
は
、
高
柳
論
文
は
、
「
基
本
的
人
権
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
の
問

い
か
ら
出
発
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
起
草
者
に
な
ら
っ
て
、
人
間
が
天
賦
不
可
侵
の
人
権
を
も
つ
こ
と
は
当
然
自
明
の
こ
と
と
し
て
、

そ
の
理
由
や
根
拠
を
あ
え
て
間
う
こ
と
を
せ
ず
、
た
だ
こ
の
疑
う
余
地
な
く
正
し
い
理
念
の
忠
実
な
受
容
と
そ
の
実
現
に
の
み
努
め
」
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
れ
ま
で
の
学
界
の
状
況
に
す
る
ど
く
切
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
杉
本
氏
の
批
判
は
、
高
柳
氏
が
「
し
か
し
、

基
本
的
人
権
論
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
人
間
の
超
歴
史
的
な
要
求
と
し
て
、
人
聞
解
放
の
要
求
を
前
提
に
せ
ざ
る
を
え

　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
ノ

な
い
と
考
え
る
」
と
さ
れ
、
「
基
本
的
人
権
の
理
念
は
、
こ
の
人
類
永
遠
の
課
題
の
一
歴
史
的
時
点
に
お
け
る
特
殊
的
表
現
で
あ
る
」
と
し
た

点
に
向
け
ら
れ
た
。
杉
本
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
お
よ
び
「
経
済
学
・
哲
学
草
稿
」
の
分
析
を
つ

う
じ
て
、
高
柳
氏
の
所
説
は
、
「
分
業
ま
た
は
労
働
の
疎
外
は
、
資
本
主
義
的
私
的
所
有
お
よ
び
そ
の
廃
棄
の
歴
史
的
・
論
理
的
構
造
を
解
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
る
出
発
点
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
　
「
人
間
解
放
と
は
、
歴
史
的
に
も
論
理

的
に
も
、
資
本
主
義
的
私
的
所
有
の
廃
棄
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
け
つ
し
て
、
『
人
間
解
放
』
は
、
『
超
歴
史
的
』
な
も
の
で
も
な
け
れ

ば
、
　
『
人
類
永
遠
の
課
題
』
で
も
な
く
、
「
人
間
解
放
は
、
人
間
一
般
の
解
放
で
は
な
し
に
、
労
働
者
階
級
の
資
本
主
義
的
搾
取
か
ら
の
解
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
し
て
具
体
的
に
『
前
提
』
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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基本的人権の歴史性←）（萩野）

　
高
柳
氏
は
、
前
記
学
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
過
程
で
、
「
た
し
か
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ

た
が
、
し
か
し
、
な
お
、
基
本
的
人
権
の
理
念
は
、
特
定
の
歴
史
段
階
を
超
え
て
存
在
し
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を

さ
れ
た
。

　
杉
本
氏
の
所
説
は
、
基
本
的
人
権
の
歴
史
性
を
鋭
い
分
析
に
よ
っ
て
論
証
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
高
柳
論
文
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
れ
ま
で
通

用
し
て
ぎ
た
「
自
然
権
論
」
の
無
内
容
性
を
完
膚
な
き
ま
で
に
批
判
し
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
労
働
者
階
級
が
未
だ
成

立
せ
ず
、
資
本
主
義
的
搾
取
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
「
人
間
解
放
」
が
「
前
提
」
さ
れ
る
段
階
以
前
の
状
況
と
の
関
連
で
、
基
本
的
人
権
の
理

念
を
ど
う
み
る
か
の
間
題
は
、
残
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鈴
木
安
蔵
氏
は
、
か
っ
て
、
基
本
的
人
権
の
発
展
史
を
研
究
し
て
、
基
本
的

人
権
の
発
展
を
支
え
る
支
配
的
な
思
想
的
系
譜
を
、
古
代
古
典
的
自
然
権
思
想
か
ら
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
然
権
思
想
を
つ
う
じ
て
、
現
代
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）

ロ
レ
タ
リ
ア
的
自
然
権
思
想
へ
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
時
代
の
「
社
会
的
・
経
済
的
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

治
構
造
の
上
に
特
定
の
社
会
的
・
階
級
的
利
害
・
要
求
を
反
映
し
、
そ
れ
を
実
現
、
確
立
す
る
論
理
と
し
て
」
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
う
「
人
間
解
放
」
の
課
題
は
、
根
本
的
に
相
違
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
鈴
木
氏
が
、
「
自
然
権
」

と
い
う
共
通
の
上
位
概
念
で
把
握
し
た
の
は
、
時
代
と
課
題
を
超
え
る
「
基
本
的
人
権
の
理
念
」
を
「
前
提
」
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
鈴
木
氏
の
研
究
は
、
資
本
主
義
社
会
の
ワ
ク
を
超
え
て
、
よ
り
永
い
歴
史
過
程
を
「
基
本
的
人
権
論
」
の
立
場
か
ら
統
一
的
に
ア
プ
ロ

ー
チ
す
る
こ
と
を
可
能
と
考
え
て
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
理
論
の
体
系
を
組
み
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
は
き
わ
め
て
大
き
い
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
時
代
と
課
題
を
超
え
る
「
基
本
的
人
権
の
理
念
」
を
「
前
提
」
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
高
柳
猛
杉
本
論
争
へ
の
介
入
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
は
、
さ
し
当
っ
て

は
、
こ
の
論
争
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
論
争
に
論
及
し
た
の
は
、
「
基
本
的
人
権
論
の
再
検
討
」
が
、
七
一
年
度
秋
季
の
各
学

会
を
貫
く
太
い
軸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
論
争
が
と
り
わ
け
重
要
な
七
〇
年
代
人
権
論
の
課
題
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
七
一
年
度
の
秋
季
学
会
と
し
て
、
「
基
本
的
人
権
論
の
再
検
討
」
を
課
題
と
し
た
も
の
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

一一51一



説論

　
民
科
法
律
部
会
の
学
術
総
会
が
開
か
れ
た
夜
に
、
憲
法
研
究
所
（
代
表
”
田
畑
忍
同
志
社
大
学
教
授
）
主
催
の
「
学
談
会
」
が
開
か
れ
た
。
そ

の
テ
ー
マ
が
「
基
本
的
人
権
の
本
質
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
数
日
後
に
開
か
れ
た
日
本
公
法
学
会
（
憲
法
部
会
）
の
テ
ー
マ
も
、
現
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
）

お
け
る
基
本
的
入
権
の
根
本
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
翌
日
の
憲
法
理
論
研
究
会
が
追
及
し
た
テ
ー
マ
も
、
財

産
権
－
営
業
の
自
由
の
現
代
人
権
論
上
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右
に
み
た
よ
う
な
学
会
の
状
況
は
、
今
日
、
コ
方
、

基
本
的
人
権
に
た
い
す
る
懐
疑
と
挑
戦
は
増
大
し
強
化
さ
れ
、
他
方
、
そ
の
擁
護
の
要
求
は
、
宣
言
の
当
初
に
は
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

広
い
諸
階
層
に
よ
っ
て
、
多
様
な
新
し
い
意
義
づ
け
を
も
っ
て
う
ち
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
」
こ
と
の
学
界
へ
の
反
映
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
右
の
よ
う
な
基
本
的
人
権
論
の
基
本
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
究
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め
に
、
一
国
の
百
年
も
の
経
験
に
値
す
る
法
の
発
展
史
を
、
二
〇
余
年
の
戦
後
史
と
し
て
も
つ
沖
縄
に
お
け
る
基

本
的
人
権
の
発
展
過
程
お
よ
び
そ
の
存
在
構
造
を
認
識
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
本
稿
が
、
渡
航
の
自
由
を
素
材
と

し
て
、
そ
の
発
展
過
程
お
よ
び
存
在
構
造
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
戦
後
沖
縄
が
置
か
れ
て
き
た
国
際
的
あ
る
い
は
憲
法
的
地
位
を
、

そ
れ
が
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
一
般
に
国
民
の
渡
航
の
自
由
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
基
本
的
人
権

　
へ
M
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
一
種
と
さ
れ
る
が
、
外
国
人
の
出
入
域
を
規
制
す
る
の
は
当
該
国
家
の
裁
量
権
の
範
囲
内
と
さ
れ
、
そ
れ
は
国
際
慣
習
法
で
あ
る
と
さ
れ
て

お
り
、
特
定
の
地
域
に
た
い
す
る
支
配
を
主
張
す
る
も
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
地
域
へ
「
外
国
人
」
が
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
。
カ
イ
ロ
宣
言
第
四
項
の
「
自
国
の
た
め
に
は
利
得
も
求
め
ず
、
ま
た
領
土
拡
張
の
念
も
有
し
な
い
」
と
い
う
誓
言
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
、
沖
縄
の
領
域
お
よ
び
人
に
た
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
全
面
的
支
配
権
を
取
得
し
た
と

さ
れ
た
。
し
か
も
、
カ
イ
ロ
宣
言
適
合
性
を
表
現
す
る
た
め
に
、
「
潜
在
主
権
な
い
し
残
存
主
権
お
邑
仁
巴
ω
○
＜
R
①
蒔
筥
堵
」
を
日
本
が
も
つ
と

し
た
の
で
、
沖
縄
住
民
は
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
も
、
入
権
の
保
障
を
受
け
得
な
い
地
位
に
置
か
れ

た
。
そ
の
結
果
、
本
土
か
ら
沖
縄
へ
の
入
域
が
き
び
し
く
制
限
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
の
住
民
の
本
土
へ
の
出
域
も
規
制
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
沖
縄
と
の
渡
航
の
自
由
が
、
沖
縄
の
地
位
を
象
徴
す
る
と
い
っ
た
意
味
の
一
つ
は
、
右
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
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基本的人権の歴史性←）（萩野）

　
第
二
に
、
渡
航
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
に
は
、
沖
縄
が
軍
事
戦
略
上
重
要
な
拠
点
で
あ
る
と
い
う
沖
縄
の
地
位
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
軍
事
基
地
に
は
機
密
が
つ
ぎ
も
の
で
、
基
地
が
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
機
密
も
多
く
な
る
の
で
、
外
か
ら
入
域
す
る
者
を
厳
格

に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
領
域
内
の
住
民
の
出
入
り
に
た
い
し
て
も
注
意
深
い
監
視
が
必
要
に
な
る
。
沖
縄
と
の
渡
航
の
自
由
に
た

い
す
る
厳
格
な
規
制
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
軍
事
戦
略
上
の
拠
点
で
あ
る
と
い
う
沖
縄
の
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
渡
航
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

自
由
を
素
材
に
し
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
沖
縄
に
お
け
る
、
人
権
擁
護
運
動
の
対
象
と
さ
れ
た
問
題
の
な
か
で
も
、
象
徴
的
な
問
題
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
沖
縄
は
、
「
人
権
問
題
の
島
」
と
い
わ
れ
て
、
国
際
的
に
も
注
目
を
集
め
て
き
た
が
、
沖
縄
を
支
配
す
る
権
力
に

よ
つ
て
直
接
に
侵
害
さ
れ
る
人
権
と
し
て
、
人
権
運
動
の
鉾
先
が
直
接
に
軍
事
権
力
者
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
面
と
し
て
、
人
権
擁
慶

運
動
の
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　
右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
は
、
沖
縄
と
の
渡
航
の
自
由
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
基
本
的
人
権
の
理
念
と
存
在
構
造
を
考

え
て
い
く
う
え
で
の
一
つ
の
素
材
を
確
保
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
戒
能
通
厚
「
七
〇
年
代
に
お
け
る
法
律
学
の
課
題
－
民
主
主
義
科
学
者
協
会
法
律
部
会
秋
季
学
会
報
告
」
法
と
民
主
主
義
六
二
号
五
二
頁
参
照
。

　
高
柳
信
一
「
近
代
国
家
に
お
け
る
基
本
的
人
権
」
基
本
的
人
権
1
総
論
三
頁
以
下
。

　
杉
本
幹
夫
「
基
本
的
人
権
の
基
本
問
題
O
口
」
竜
谷
法
学
三
巻
三
・
四
号
、
四
巻
一
号
。

　
高
柳
、
前
掲
、
九
頁
。

　
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
学
界
を
代
表
し
て
き
た
宮
沢
俊
義
氏
は
、
「
”
人
間
性
”
か
ら
い
わ
ば
論
理
必
然
的
に
生
じ
る
権
利
」
「
人
間
が
た
だ
人
間
で

あ
る
こ
と
の
み
に
も
と
づ
い
て
当
然
に
も
っ
て
い
る
権
利
」
「
人
問
が
生
ま
れ
な
が
ら
も
っ
て
い
る
権
利
」
な
ど
の
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
憲
法
豆
、

七
五
頁
。

　
高
柳
、
前
掲
、
一
〇
頁
。

　
高
柳
、
前
掲
、
二
頁
。

　
杉
本
「
基
本
的
人
権
の
基
本
間
題
O
」
竜
谷
法
学
三
巻
三
・
四
号
三
一
七
頁
。
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説…ム
百冊

（
9
）
　
杉
本
、
前
掲
、
一
三
八
頁
。

（
1
0
）
　
鈴
木
安
蔵
「
基
本
的
人
権
」
実
教
出
版
（
一
九
五
〇
年
）
。

（
n
）
　
鈴
木
、
前
掲
、
六
三
頁
。

（
1
2
）
　
テ
ー
マ
と
報
告
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
人
権
の
原
理
的
考
察
（
小
林
直
樹
）
、
現
代
人
権
論
の
一
側
面
－
公
害
と
人
権
（
阿
部
照
哉
）
、
歴

　
　
史
的
現
実
に
お
け
る
基
本
権
（
栗
城
寿
夫
）
、
現
代
国
家
に
お
け
る
人
権
理
論
の
動
向
（
川
添
利
幸
）
、
市
民
の
基
本
的
権
利
と
社
会
主
義
（
浅
井
敦
）
、

　
　
社
会
権
の
法
理
（
大
須
賀
明
）
、
表
現
の
自
由
と
取
材
の
権
利
（
佐
藤
幸
治
）
、
財
産
権
ー
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
（
高
原
賢
治
）
。

（
1
3
）
　
高
柳
、
前
掲
、
一
〇
頁
。

（
1
4
）
　
最
判
大
法
廷
昭
和
…
二
・
九
・
一
〇
・
最
高
民
集
一
二
・
二
二
・
一
九
六
九
な
ど
の
判
例
。
大
西
芳
雄
「
海
外
渡
航
の
自
由
」
立
命
館
法
学
二
九
・
三

　
　
〇
合
併
号
二
〇
頁
以
下
な
ど
。
ω
・
＆
5
い
塵
↓
ぎ
O
O
湯
蜂
急
○
冨
一
零
α
q
即
8
卓
薯
卑
9
一
仁
日
窪
帥
寓
≦
閑
磐
δ
ヨ
ぎ
一
ひ
ρ
Z
o
」
し
霧
ρ
マ
当
な

　
　
ど
。

（
1
5
）
横
田
洋
三
「
外
国
人
の
再
入
国
と
国
際
法
」
シ
ユ
リ
ス
ト
昭
和
四
三
年
度
重
要
判
例
解
説
二
〇
〇
頁
。
拙
稿
「
外
国
入
の
出
入
国
の
自
由
」
法
律
時

　
　
報
一
九
六
九
年
四
月
号
。

（
1
6
）
　
屋
良
朝
苗
「
人
権
協
会
の
活
躍
に
期
待
す
る
」
人
権
擁
護
の
歩
み
ご
二
頁
。

（
η
）
　
沖
縄
人
権
協
会
の
設
立
趣
意
書
案
（
一
九
六
一
年
）
人
権
新
聞
七
一
号
。

（
1
8
）
　
さ
い
き
ん
で
は
、
た
と
え
ば
↓
ぼ
守
＄
ヨ
呂
8
巴
》
。
。
8
鉱
蝕
8
亀
O
Φ
ヨ
8
声
蔚
田
ノ
く
旨
屋
の
↓
ぽ
ぎ
誘
呂
α
q
器
書
O
O
ヨ
ヨ
ぼ
8
が
、
沖
縄
を
実

　
　
地
調
査
し
た
う
え
、
閃
8
0
篭
6
霞
Z
＞
≦
》
、
、
を
出
し
て
い
る
（
一
九
七
〇
年
）
。

一54一

二
、
沖
縄
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
存
在
構
造

一
九
六
四
年
の
末
頃
に
、

　
e
　
米
国
憲
法
に
よ
る
保
障

ゆ
・
》
0
8
お
Φ
は
、
「
行
政
命
令
第
一
〇
七
一
三
号
は
、

琉
球
の
人
び
と
に
、
不
当
な
捜
索
、
押
収
お
よ
び
法
の



基本的人権の歴史性O（萩野）

正
当
な
手
続
に
よ
ら
な
い
生
命
、
自
由
、
財
産
の
剥
奪
か
ら
の
保
障
を
含
む
『
民
主
主
義
諸
国
家
の
人
民
が
享
受
し
て
い
る
…
基
本
的
自

由
』
を
保
障
し
て
い
る
。
連
邦
裁
判
所
と
し
て
は
、
『
国
旗
に
従
っ
て
い
く
箆
δ
≦
甚
Φ
詩
巴
最
少
限
の
憲
法
的
保
障
が
、
米
国
民
政
府
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
び
琉
球
政
府
の
両
裁
判
所
に
お
い
て
は
十
分
で
な
い
、
な
ど
と
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
米
国
人
も
琉
球
人
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
も
に
米
国
民
政
府
お
よ
び
琉
球
政
府
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
米
国
の
諸
州
に
お
け
る
と
同
様
に
、
法
に
よ
る
保
護
が
尽
さ
れ
て
い
る
」
す
な

わ
ち
0
8
α
q
Φ
の
考
え
で
は
、
米
国
憲
法
の
保
障
が
、
「
国
旗
に
従
っ
て
」
沖
縄
に
も
及
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
人
権
は
十
分
に
保
障
さ
れ
て

い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
権
宣
言
の
モ
デ
ル
で
あ
る
米
国
憲
法
が
及
ん
で
い
る
か
ぎ
り
、
沖
縄
に
お
い
て
も
粗
野
な
軍
事
的
権
力
の

無
暴
な
行
使
は
あ
り
得
て
は
な
ら
ず
、
人
権
は
、
そ
の
侵
害
か
ら
法
的
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
あ
く
ま
で
ア
メ
リ
カ
人
の
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
実
態
を
認
識
し
た
う
え
で
、
沖
縄
に
お
け
る
最
高
法
規
と
し
て
米
国
憲
法
の
適
用
を
広
く
認
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4

そ
れ
に
よ
っ
て
人
権
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
人
学
者
の
側
に
も
あ
っ
た
。
沖
縄
住
民
の
人
権
保
障
を
、
労
し
当
り
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

り
一
層
拡
大
し
よ
う
と
い
う
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
理
論
は
一
応
有
効
で
あ
り
得
た
。
し
か
し
、
そ
の
有
効
性
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法

が
「
国
旗
に
従
っ
て
行
く
」
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
沖
縄
の
現
地
米
当
局
者
が
合
衆
国
憲
法
と
法
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
の
反
射
的
効
果
と
し
て
で
あ
っ
て
、
州
に
昇
格
す
る
前
の
＄
窪
δ
曙
に
お
い
て
合
衆
国
憲
法
の
適
用
が
疑
問
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
引
き
合
い
に
だ
す
ま
で
も
な
く
、
「
潜
在
主
権
」
が
日
本
に
あ
る
沖
縄
の
住
民
に
、
合
衆
国
憲
法
が
適
用
さ
れ
、
人
権
が
保
障
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
と
解
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
ム
リ
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
右
の
0
8
お
Φ
の
所
説
に
関
連
し
て
、
復
帰
前
の
沖
縄
の
法
廷
に
お
け
る
人
権
状
況
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
○
Φ
o
お
の
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
民
政
府
裁
判
所
お
よ
び
琉
球
政
府
裁
判
所
に
お
い
て
、
「
国
旗
に
従
っ
て

行
く
」
最
少
限
の
憲
法
的
保
障
が
必
ら
ず
し
も
十
分
に
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
米
国
民
政
府
裁
判
所
に
よ
る
不
当
な
移

　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

送
命
令
や
米
軍
入
、
軍
属
に
よ
る
人
権
侵
害
に
た
い
す
る
不
十
分
な
救
済
制
度
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
第
二
に
、
琉
球
政
府
裁
判
所
の
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
は
、
「
米
国
の
州
に
お
け
る
と
同
様
に
法
に
よ
る
保
護
が
尽
さ
れ
て
」
、
ぎ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

一55一



説論

0
8
お
Φ
の
い
う
よ
う
な
「
国
旗
に
従
っ
て
」
及
ぼ
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
保
障
の
せ
い
で
は
な
く
、
沖
縄
の
住
民
が
血
と
汗
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

っ
て
日
本
国
憲
法
を
実
体
化
し
て
い
っ
た
「
立
法
」
と
、
琉
球
政
府
裁
判
所
の
裁
判
官
を
は
じ
め
、
沖
縄
で
研
究
や
実
務
に
携
わ
る
多
く
の
日

本
人
法
律
家
た
ち
の
い
わ
ば
下
か
ら
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
施
政
権
者
の
側
か
ら
の
圧
力
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
、
住
民
の
自

治
的
機
構
の
整
備
と
そ
れ
に
よ
る
人
権
保
障
の
発
展
が
、
沖
縄
の
戦
後
史
を
貫
く
基
本
的
人
権
展
開
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
、
平
和
条
約
第
三

条
体
制
下
の
沖
縄
支
配
の
最
終
段
階
の
人
権
状
況
が
、
ま
さ
に
右
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
、
日
本
国

憲
法
、
行
政
命
令
、
民
立
法
の
交
錯
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
状
況
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
規
範
相
互
の
関
係
は
、
人
権
の
発
展
過
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
よ
っ
て
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
考
察
は
、
後
に
試
み
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
　
日
本
国
憲
法
に
よ
る
保
障

　
平
和
条
約
第
三
条
に
基
づ
い
て
、
米
国
が
施
政
権
を
も
つ
と
さ
れ
た
沖
縄
に
お
い
て
、
口
本
国
憲
法
の
適
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

か
、
大
い
に
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
改
め
て
、
そ
の
問
題
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
日
本
国
憲
法
の
適
用
に
よ
り
人

権
保
障
を
一
歩
前
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、
実
際
に
も
、
人
権
の
擁
護
に
大
い
に
カ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
学
説
と
判
決
の

論
理
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
そ
の
一
つ
は
、
上
間
敏
男
氏
の
所
説
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
た
い
し
て
、
二
重
の
法
律
関
係
を
も
つ
。
沖

縄
が
日
本
の
一
部
で
あ
り
、
住
民
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
国
家
に
た
い
す
る
国
民
と
し
て
の
法
律
関
係
が
存
在
す
る
。

他
方
、
沖
縄
が
米
国
の
支
配
を
受
け
、
住
民
が
米
国
に
よ
っ
て
現
実
に
統
治
さ
れ
て
い
る
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
米
国
に
た
い
し
て
服
従
す

　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
義
務
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
は
米
国
と
の
間
で
法
律
関
係
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
沖
縄
は
、
一
応
、
領
土
権
と
国
民
と
し
て
の
身
分

に
関
し
て
及
ぶ
日
本
の
主
権
を
底
辺
と
し
て
、
そ
の
上
に
米
国
の
諸
々
の
統
治
作
用
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
こ
の
法
律
関
係
を

口
本
に
対
す
る
面
で
は
、
静
的
関
係
、
ア
メ
リ
カ
に
た
い
す
る
関
係
で
は
、
動
的
関
係
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
両
者
の
関
係
は
、
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流
動
的
で
、
動
的
な
面
が
強
力
に
作
用
す
れ
ば
、
静
的
な
面
が
そ
れ
だ
け
弱
ま
り
、
動
的
な
面
の
範
囲
が
縮
少
さ
れ
る
と
、
そ
の
問
隙
は
、
た

だ
ち
に
、
か
つ
何
ら
の
手
当
な
く
、
静
的
な
面
の
作
用
に
ょ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
。
沖
縄
が
日
本
の
一
部
で
あ
り
、
住
民
が
日
本
国
民
で
あ
る
こ

と
の
結
果
、
日
本
の
国
家
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
令
は
、
特
別
の
手
当
を
必
要
と
せ
ず
に
、
か
つ
ア
メ
リ
カ
が
認
め
る
と
否
と
を
問
わ

ず
、
す
べ
て
、
当
然
に
そ
の
効
力
を
沖
縄
へ
及
ぼ
し
て
い
る
。
た
だ
、
現
実
の
適
用
の
而
で
、
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
狭

い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
沖
縄
の
静
的
な
面
で
の
最
高
法
規
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
が
効
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
日
本
国
憲

法
が
効
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
実
益
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
に
あ
る
。
①
行
政
命
令
第
一
二
節
（
基
本
的
自
由
の
保

障
）
の
解
釈
基
準
と
な
る
こ
と
。
②
日
本
に
た
い
す
る
自
由
権
の
主
張
は
、
現
実
に
は
日
本
の
国
家
権
力
の
行
使
が
な
い
の
で
、
そ
の
排
除
を

求
め
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
か
ら
重
要
性
を
も
た
な
い
が
、
社
会
権
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
施
政
権
に
干
渉
す
る
こ
と
も
少
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
国
民
の
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
、
そ
の
保
障
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
ア
メ
リ
カ
の
施
政
の
範
囲
外
、
す
な
わ
ち
、
住
民
が
日

本
本
土
に
渡
航
し
た
場
合
に
は
、
静
的
に
の
み
及
ん
で
い
た
憲
法
が
、
そ
の
本
来
の
作
用
を
た
だ
ち
に
、
そ
の
人
の
上
に
営
む
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）

　
上
間
氏
の
理
論
に
は
、
多
く
の
欠
陥
が
含
ま
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
潜
在
的
に
は
日
本
国
憲
法
が
沖
縄
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
行
政
命
令
第
一
二
節
（
基
本
的
自
由
の
保
障
）
に
、
口
本
国
憲
法
の
精
神
を
読
み
込
ん
で
い
く
一
つ
の
論
理
的
方
法
を
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
筆
者
の
い
わ
ゆ
る
日
本
国
憲
法
潜
在
的
直
接
適
用
説
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

沖
縄
に
お
け
る
人
権
確
立
の
運
動
を
導
い
た
理
念
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
日
本
国
憲
法
の
人
権
宣
言
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

本
国
憲
法
適
用
論
の
も
つ
意
味
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
有
名
な
「
浜
川
判
決
」
が
出
さ
れ
る
に
及
ん
で
（
コ
ザ
治
安
裁
判
所
一
九

六
七
年
二
戸
二
十
七
日
）
、
日
本
国
憲
法
は
、
は
っ
き
り
と
裁
判
規
範
と
し
て
の
効
力
を
、
直
接
間
接
に
、
沖
縄
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
発
揮
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
浜
川
判
決
」
は
、
正
式
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
も
っ
て
、
沖
縄
に
入
域
し
た
本
土
の
一
女
性
が
、
出
入
管
理
庁
に
在
留
手
続
を
せ
ず
、
沖
縄
に

住
み
つ
い
た
の
ち
、
出
入
管
理
庁
長
に
た
い
し
、
硫
球
列
島
居
住
者
で
あ
る
旨
の
虚
偽
の
申
し
立
て
を
し
て
一
年
ち
か
く
不
法
に
在
留
し
た
、
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説論

と
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
①
大
統
領
行
政
命
令
第
二
一
節
の
基
本
的
自
由
に
「
居
住
及
び
移
転
の
自

由
」
が
含
ま
れ
る
か
、
②
日
本
本
土
の
日
本
国
民
に
も
保
障
さ
れ
る
か
、
③
公
共
の
福
祉
と
は
何
か
、
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
柱
に
し
な
が
ら
、

行
政
命
令
に
た
い
す
る
日
本
国
憲
法
の
拘
束
力
を
論
証
し
て
い
っ
た
。

　
ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
大
統
領
行
政
命
令
第
一
二
節
は
「
高
等
弁
務
官
は
こ
の
命
令
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
琉
球
列
島
に
あ
る
人
び
と
に
た
い
し
民
主
主
義
国
家
の
人
民

　
が
享
受
し
て
い
る
言
論
、
集
会
、
請
願
、
宗
教
並
び
に
報
道
の
自
由
、
法
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
ら
な
い
不
当
な
捜
索
並
び
に
押
収
及
び
生
命
、
自
由
ま
た

　
は
財
産
の
は
く
奪
か
ら
の
保
障
を
含
む
基
本
的
な
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
多
数
の
民
主
主
義
国
家
の
憲
法
は
、
表
現
の
自
由
、

　
精
神
的
自
由
と
共
に
居
住
、
移
転
の
自
由
を
保
障
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
　
対
日
平
和
条
約
第
三
条
の
施
政
権
設
定
条
項
そ
の
も
の
で
は
領
土
割
譲
を
意
味
し
な
い
か
ら
、
沖
縄
に
た
い
す
る
主
権
（
領
土
主
権
）
は
依
然
と
し
て
日

　
本
国
に
属
し
、
た
だ
主
権
の
作
用
た
る
統
治
権
を
ア
メ
リ
カ
が
保
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
そ
も
そ
も
条
約
は
疑
い
の
あ
る
場
合
に
は
”
国
家
の
主
権
が
制
限
さ
れ
な
い
よ
う
に
解
釈
し
国
際
法
当
事
国
の
国
内
法
の
関
係
で
も
矛
盾
し
な
い
よ
う
に

　
解
釈
す
べ
し
”
と
い
う
の
が
条
約
解
釈
の
原
則
で
あ
る
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
行
使
の
内
容
は
日
本
国
が
沖
縄
に
た
い
し
て
有
す
る
主
権
（
領
土
主
権
）

　
と
調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
本
国
憲
法
と
の
関
係
で
も
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
行
使
の
基
本
を
定
め
る
大
統
領
行
政
命

　
令
も
右
主
権
の
帰
属
す
る
日
本
国
の
現
行
憲
法
の
制
約
を
受
け
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
国
憲
法
第
二
二
条
一
項
に
つ
い
て
も
、

　
沖
縄
は
日
本
の
領
土
で
あ
り
、
日
本
の
潜
在
的
法
域
内
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
類
推
適
用
が
可
能
で
あ
り
、
大
統
領
行
政
命
令
第
二
節
の
民
ギ
主
義
国
家
の

　
人
民
が
享
受
し
て
い
る
基
本
的
自
由
に
は
「
居
住
、
移
転
の
自
由
」
も
包
含
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
命
令
第
ご
一
節
の

　
権
利
、
自
由
の
保
障
は
制
限
的
な
も
の
で
は
な
く
例
示
列
挙
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
因
み
に
世
界
人
権
宣
言
第
三
条
で
は
、
「
何
人
も
人
種
、

　
皮
膚
の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
1
と
い
う
よ
う
な
い
か
な
る
種
類
の
差
別
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
こ
の
宣
言
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
権
利
と
自
由

　
を
享
有
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
、
主
権
の
制
限
下
に
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
品
、
左
別
を
禁
止
し
、
そ
の
鎗
一
三
条
で
は
「
移
転
及
び
居
住
の
自
由
」

　
　
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
　
右
宣
言
は
条
約
で
も
な
く
国
際
協
定
で
も
な
い
か
ら
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
解
す
る
の
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
法

　
的
拘
束
力
を
有
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
右
宣
言
の
普
遍
的
規
範
的
精
神
は
尊
重
・
δ
．
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
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ヤ
　
　
　
　
の

と
し
う

　
第
二
点
の
日
本
本
土
の
日
本
国
民
に
も
保
障
さ
れ
る
か
、

に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
大
統
領
行
政
命
令
第
一
二
節
で
保
障
さ
れ
た
「
居
住
、
移
転
の
自
由
」
は
沖
縄
住
民
だ
け
で
な
く
、
日
本
本
七
の
日
本
国
民
が
日
本
の
領
土
の
一
部
で
あ

る
沖
縄
に
来
島
し
て
在
留
す
る
場
合
に
も
保
障
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
「
居
住
、
移
転
の
自
由
」
は
同
一
国
内
の
ど
の
場
所
で
も
任
意
に
住
み
ま
た
は
住
居
を
定
め
、
か
つ
そ
れ
を
移
転
し
う
る
自
由
を
意
味
す
る
が
、

こ
の
自
由
は
「
何
人
」
に
対
し
て
も
保
障
さ
れ
る
。
こ
こ
に
”
何
人
”
と
い
う
の
は
そ
の
国
民
だ
け
で
な
く
”
外
国
人
”
も
含
む
が
こ
の
権
利
の
性
質
上
、

外
国
人
に
対
し
て
は
合
理
的
差
別
を
設
け
て
も
差
し
支
え
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
而
し
て
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
外
国
人
で
あ
る
か
否
か
は
、
施
政
権
を
行
使
し
て
い
る
国
家
を
基
準
に
し
て
判
断
す
べ
き
で
は
な
く
「
沖
縄
」
を
基
準
に
判
断

す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
施
政
権
国
を
基
準
に
す
れ
ば
沖
縄
住
民
も
外
国
人
と
な
っ
て
、
居
住
移
転
の
自
由
は
簡
単
に
制
限
さ
れ
る
当
然
性
が
高
く
、
同

命
令
第
一
二
節
で
例
記
さ
れ
て
い
る
権
利
、
自
由
は
も
と
よ
り
同
命
令
に
含
ま
れ
て
い
る
「
居
住
、
移
転
の
自
出
」
の
保
障
は
無
意
味
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
施
政
権
委
譲
の
場
合
に
は
、
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
そ
の
住
民
の
国
籍
に
は
変
更
が
な
く
住
民
は
領
土
主
権
国
の
国
籍
を
保
持
す
る
と
い

う
の
が
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
か
ら
、
沖
縄
住
民
は
依
然
と
し
て
”
日
本
国
の
国
籍
”
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
沖
縄
を
基
準
と
す
れ
ば
日
本
本
土
の

日
本
国
民
た
る
被
告
人
は
厚
外
国
人
”
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
右
被
告
人
が
日
本
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
沖
縄
に
来
島
す
る
こ
と
は
外
国
人
の
入
国

で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
大
統
領
行
政
命
令
第
一
二
節
の
「
…
琉
球
列
島
に
あ
る
人
々
に
対
し
…
」
と
い
う
辞
句
は
そ
こ
に
例
記
さ
れ
た
権
利
、
白
由
だ
け
に
か
か
る
の
で

は
な
く
、
第
一
二
節
に
包
含
さ
れ
て
い
る
「
居
住
、
移
転
の
自
由
」
に
か
か
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
琉
球
列
島
に
あ
る
人
々
」
と
い
う
用
語
例
は
同
命
令
の

他
の
節
（
二
、
六
、
一
〇
、
二
）
の
「
琉
球
列
島
住
民
」
　
「
琉
球
住
民
」
あ
る
い
は
「
琉
球
人
」
と
い
う
用
語
例
と
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か

ら
単
に
沖
縄
住
民
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
日
本
本
土
か
ら
来
島
し
て
在
留
し
て
い
る
日
木
国
民
を
含
む
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
浜
川
判
決
は
、
日
本
国
憲
法
を
沖
縄
に
「
類
推
適
用
」
し
て
、
布
令
第
一
二
五
号
の
一
八
条
（
在
留
許
可
証
明
書
）
、
二
九
条
（
入
域
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
在
留
の
許
可
制
）
な
ど
の
効
力
を
実
質
的
に
失
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
い
わ
ゆ
る
「
目
本
国
憲
法
潜
在
適
用
説
」
の
考
え
方
に
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説善ム
面冊

立
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
が
、
論
理
に
飛
躍
を
含
み
な
が
ら
も
、
住
民
の
人
権
の
確
立
、
拡
大
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
評
価
し
得
る

　
　
　
（
18
）

で
あ
ろ
う
。

　
六
〇
年
代
の
経
過
と
と
も
に
、
琉
球
政
府
裁
判
所
の
判
決
の
な
か
に
、
日
本
国
憲
法
を
頂
点
と
す
る
口
本
法
の
規
範
的
内
容
を
「
沖
縄
法
」

の
な
か
に
読
み
こ
ん
で
い
く
お
匙
葺
○
も
の
が
し
だ
い
に
多
く
な
り
、
立
法
の
う
え
で
も
、
0
8
茜
Φ
を
し
て
、
「
琉
球
政
府
立
法
院
は
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勘
）

近
日
本
の
国
会
で
通
過
し
た
も
の
と
同
趣
旨
の
法
律
を
制
定
す
る
の
に
多
く
の
時
問
を
費
し
て
い
る
」
と
い
わ
せ
た
よ
う
な
状
況
が
進
ん
で
い

っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
行
政
命
令
ー
布
令
・
布
告
ー
民
立
法
に
よ
る
保
障

　
行
政
命
令
の
う
え
に
日
本
国
憲
法
を
置
く
か
、
米
国
憲
法
を
置
く
か
、
は
平
和
条
約
第
三
条
体
制
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
基
本
的
立
場
に
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

右
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
行
政
命
令
を
制
約
ま
た
は
解
釈
す
る
基
準
を
、
日
本
国
憲
法
、
米
国
憲
法
あ
る
い
は
国
際
的
に
確
立
し
た
原
理
に

求
め
る
か
は
さ
て
お
き
、
人
権
の
存
在
は
、
行
政
命
令
ー
布
令
・
布
告
f
民
立
法
の
交
錯
の
な
か
で
具
体
化
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
布

令
・
布
告
の
な
か
で
、
最
も
上
位
に
位
置
す
る
人
権
規
定
は
、
米
国
民
政
府
布
告
第
一
三
号
（
琉
球
政
府
の
設
立
）
六
条
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も

（
2
1
）

下
位
に
あ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
具
体
的
な
規
定
を
含
ん
で
い
る
の
が
、
米
国
民
政
府
布
令
第
六
八
号
（
琉
球
政
府
章
典
）
第
二
章
の
諸
規
定

（
三
、
四
、
五
、
六
条
）
で
あ
る
。
も
し
も
、
行
政
命
令
を
頂
点
に
し
て
、
そ
の
人
権
保
障
条
項
を
受
け
て
、
布
告
や
布
令
が
十
分
な
人
権
保

障
を
定
め
、
そ
れ
ら
が
近
代
的
法
治
主
義
の
原
理
に
の
っ
と
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
形
式
的
効
力
を
異
に
す
る
諸
法
規
の
諸
規
定

を
上
位
規
範
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
だ
け
で
、
能
事
足
れ
り
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
沖
縄
の
怪
物
の
よ
う
な
法

B
8
鋒
Φ
冒
江
蝕
2
の
の
全
体
を
、
人
権
尊
重
の
原
理
に
適
合
す
る
よ
う
に
体
系
化
す
る
作
業
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
作
業
の
最
も

大
事
な
手
順
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
問
題
を
、
ま
ず
も
っ
て
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
問
題
と
は
、
①
布
令
・
布
告
の
審
査

権
を
、
琉
球
政
府
裁
判
所
は
も
っ
か
、
②
布
令
、
布
告
と
民
立
法
と
の
優
劣
関
係
は
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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1
、
琉
球
政
府
裁
判
所
の
法
令
審
査
権

　
布
令
・
布
告
の
審
査
権
と
い
う
の
は
、
米
国
民
政
府
が
発
す
る
布
令
や
布
告
な
ど
の
法
令
が
、
大
統
傾
行
政
命
令
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
権
限
の
こ
と
で
あ
る
。
法
令
審
査
権
と
呼
ん
で
も
よ
い
が
、
沖
縄
の
特
殊
事
情
か
ら
、
一
国
の
正
規
の
法
令
の
憲
法
適
合
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

審
査
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
通
常
「
布
令
審
査
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
琉
球
政
府
裁
判
所
の
布
令
審
査
権
を
肯
定
し
た
さ
い
し
ょ
の
判
決
は
、
中
央
巡
回
裁
判
所
一
九
六
一
年
七
月
三
一
日
の
「
人
民
党
機
関
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
23
）

『
人
民
』
発
行
不
許
可
処
分
取
消
請
求
事
件
」
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
審
理
の
過
程
で
、
被
告
側
（
琉
球
政
府
）
は
、
一
般
に
法
令
の

審
査
権
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
、
「
完
全
な
三
権
分
立
制
度
を
と
っ
て
い
る
国
に
お
い
て
、
司
法
権
を
し
て
立
法
権
の
行
き
過
ぎ
を
抑
制
す
る
」

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
琉
球
の
統
治
形
態
は
、
琉
球
政
府
の
上
位
に
立
法
権
を
有
す
る
米
国
民
政
府
が
あ
り
、
完
全
な
三
権
分
立
の
制

度
を
と
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
等
な
地
位
に
あ
る
立
法
機
関
の
行
き
す
ぎ
を
抑
制
す
る
た
め
に
あ
る
司
法
権
の
一
作
用
と
し
て
の
法

令
審
査
権
は
、
米
国
民
政
府
の
法
令
に
関
し
て
は
、
琉
球
政
府
裁
判
所
は
も
た
な
い
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
判
決
は
、
布
告
第

二
一
号
（
琉
球
民
裁
判
所
制
）
三
条
三
項
（
管
轄
）
が
、
巡
回
裁
判
所
に
、
「
米
国
民
政
府
の
布
告
、
布
令
、
指
令
及
び
琉
球
政
府
法
令
に
基
く

す
べ
て
の
事
件
」
に
つ
い
て
、
第
一
審
の
裁
判
権
を
付
与
し
て
お
り
、
ま
た
、
行
政
命
令
も
第
一
〇
節
a
項
で
、
琉
球
政
府
は
、
「
民
事
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
24
）

刑
事
の
第
一
審
及
び
上
訴
審
を
含
む
裁
判
所
制
度
」
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
特
別
の
場
合
を
除
い

て
、
「
す
べ
て
の
民
事
事
件
に
対
す
る
裁
判
権
」
（
同
項
ω
）
お
よ
び
「
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
」
（
同
項
㎝
）
を
有
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
と
、
行
政
命
令
同
節
d
項
の
規
定
（
本
項
は
、
米
国
民
政
府
の
上
訴
審
裁
判
所
の
裁
判
権
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
を
含
め
て
い
る
。
①
琉
球
政
府
の
最
高
の
裁
判
所
の
裁
判
と
民
政
府
の
最
高
の
上
訴
審
裁
判
所
の
裁
判
が
相
反
す
る

場
合
、
②
行
政
命
令
ま
た
は
高
等
弁
務
官
の
発
す
る
布
告
、
布
令
若
し
く
は
命
令
の
解
釈
を
含
む
合
衆
国
法
等
の
問
題
に
つ
い
て
当
事
者
か
ら

上
訴
の
あ
っ
た
と
き
、
ま
た
は
上
訴
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
民
政
府
の
首
席
法
務
官
が
、
特
に
理
由
を
示
し
て
裁
判
所
に
申
請
し
た
と
ぎ
）

と
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
琉
球
政
府
裁
判
所
が
法
令
審
査
権
を
有
す
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
法
令
審
査
は
事
件
性
を
前
提
と
す
る
も
の
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説ヨム
r潤

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
権
能
は
、
司
法
権
の
機
関
一
般
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
下
級
裁
判
所
に
も
審
査
権
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と

し
た
。

　
そ
の
後
、
琉
球
政
府
裁
判
所
の
布
令
審
査
権
は
、
判
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
、
今
日
の
段
階
で
は
、
す
で
に
、
積
極
説
が
定
着
し
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
細
な
研
究
を
さ
れ
た
金
城
秀
三
教
授
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
①
琉
球
政
府
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

判
所
で
は
、
下
級
裁
判
所
、
す
く
な
く
と
も
、
中
央
巡
回
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
は
一
貫
し
て
積
極
説
が
確
定
し
た
。
上
級
裁
判
所
た
る
琉
球

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

上
訴
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
暗
黙
裡
に
積
極
説
が
と
ら
れ
た
。
②
米
国
民
政
府
裁
判
所
で
は
、
下
級
裁
判
所
た
る
民
事
裁
判
所
の
判
例
に
積
極

　
　
　
　
　
へ
28
）

説
が
現
わ
れ
た
。
③
琉
球
政
府
裁
判
所
お
よ
び
米
国
民
政
府
裁
判
所
の
両
者
を
つ
う
じ
て
、
消
極
説
を
と
る
判
例
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　
今
日
の
段
階
で
は
、
布
へ
『
布
告
等
を
絶
対
的
な
専
制
者
の
意
思
の
表
現
と
し
て
、
そ
の
有
効
性
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
考

え
方
は
、
す
で
に
な
く
、
行
政
命
令
の
人
権
条
項
（
第
一
二
節
）
に
、
日
本
国
憲
法
の
掲
げ
る
基
本
的
人
権
の
理
念
を
読
み
こ
む
こ
と
な
ど
に

よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
豊
か
に
し
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
、
布
令
・
布
告
等
の
人
権
条
項
適
合
性
を
判
断
し
て
い
く
と
い
う
し
く
み
が
規
範
的

に
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
人
権
は
、
こ
の
よ
う
な
し
く
み
に
よ
っ
て
、
存
在
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
2
、
布
令
、
布
告
と
民
立
法
の
効
力
の
優
劣

　
第
二
に
、
布
令
・
布
告
と
民
立
法
の
効
力
の
優
劣
の
問
題
で
あ
る
。

　
行
政
命
令
第
一
節
に
よ
れ
ば
、
「
対
日
平
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
合
衆
国
に
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
権
力
は
、

こ
の
命
令
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
い
」
が
、
こ
の
権
力
は
、
「
合
衆
国
大
統
領
の
指
揮
監
督
に
従
っ
て
国
防
長
官
が
行
使
す
る
」
（
同

第
二
節
一
文
）
。
国
防
長
官
は
、
行
政
命
令
に
よ
り
「
与
え
ら
れ
た
い
か
な
る
権
能
を
も
そ
の
指
定
す
る
国
防
省
の
職
員
又
は
機
関
に
委
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
（
同
三
文
）
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
、
沖
縄
現
地
に
お
い
て
は
、
国
防
長
官
の
管
轄
の
下
に
琉
球
列
島
米
国
民
政

府
を
お
き
、
そ
の
長
で
あ
る
琉
球
列
島
高
等
弁
務
官
が
国
防
長
官
の
権
能
の
大
部
分
を
行
使
す
る
（
同
第
四
節
、
第
二
節
）
。
と
く
に
、
高
等

弁
務
官
は
、
「
こ
の
命
令
に
基
く
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
を
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
」
（
第
一
節
⑥
項
一
文
）
、

一62一



基本的人権の歴史性←）（萩野）

さ
ら
に
、
「
琉
球
列
島
の
安
全
、
琉
球
列
島
に
つ
い
て
の
外
国
及
び
国
際
機
構
と
の
関
係
、
合
衆
国
の
対
外
関
係
又
は
合
衆
国
若
し
く
は
そ
の

国
民
の
安
全
、
財
産
若
し
く
は
利
害
に
関
し
て
、
直
接
間
接
に
重
人
な
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
琉
球
の
立
法
案
又
は
立
法
」
に
関
し
、

「
ω
す
べ
て
の
立
法
案
、
そ
の
一
部
又
は
そ
の
中
の
一
部
分
を
拒
否
し
、
ω
す
べ
て
の
立
法
、
そ
の
一
部
又
は
そ
の
中
の
一
部
分
を
制
定
後
、

四
十
五
日
以
内
に
無
効
に
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
項
二
交
）
。
そ
の
う
え
、
「
安
全
保
障
の
た
め
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

琉
球
列
島
に
お
け
る
す
べ
て
の
権
限
を
全
面
的
又
は
部
分
的
に
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
同
項
四
文
）
。
米
国
民
政
府
布
告
第
ご
舌
写
（
琉

球
政
府
の
設
立
）
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
二
条
で
、
「
琉
球
政
府
は
琉
球
に
お
け
る
政
治
の
全
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
な
が
ら
、
す

ぐ
「
但
し
、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
の
布
告
、
布
令
及
び
指
令
に
従
う
」
と
規
定
し
て
い
る
。
同
布
告
第
七
条
で
は
、
「
民
政
副
長
官
（
高
等

弁
務
官
）
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
琉
球
政
府
そ
の
他
の
行
政
団
体
又
は
そ
の
代
行
機
関
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
法
令
規
則
の
施
行
を
拒
否
し
、

禁
止
し
、
又
は
停
止
し
自
ら
適
当
と
認
め
る
法
令
規
則
の
公
布
を
命
じ
及
び
琉
球
に
お
け
る
全
権
限
の
一
部
又
は
全
部
を
自
ら
行
使
す
る
権
利

を
留
保
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
は
、
琉
球
政
府
立
法
院
は
、
「
対
内
的
に
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
立
法
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
行
政
命
令
第
七
節
一
文
）
と
さ
れ
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
コ
般
租
税
、
関
税
、
分
担
金
、
消
費
税
の
賦
課
徴
収
及
び
琉
球
内
の
他
の
行
政
団

体
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
含
む
琉
球
政
府
の
権
能
を
実
施
す
る
に
必
要
適
切
な
す
べ
て
の
立
法
を
行
な
う
こ
と
が
で
ぎ
る
」
（
布
告
第
一
三

号
三
条
三
文
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
沖
縄
の
統
治
の
基
本
的
な
機
構
お
よ
び
立
法
権
限
の
所
在
と
そ
の
形
態
が
右
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
布
令
・
布
告
と
民
立
法

の
効
力
の
優
劣
は
、
一
見
し
て
、
後
者
の
前
者
へ
の
従
属
関
係
が
結
論
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
沖
縄
に
お
け
る
法
現
象
を
め
ぐ
つ

て
展
開
さ
れ
た
実
務
と
理
論
の
発
展
は
、
沖
縄
住
民
の
主
権
的
権
利
の
実
現
と
そ
の
尊
重
を
結
果
し
て
い
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
明
確
な

基
準
を
示
し
た
の
は
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
の
当
選
無
効
決
定
の
取
消
を
求
め
て
出
訴
し
た
「
友
利
事
件
」
の
判
決
で
あ
っ
た
。
　
「
友
利
事

件
」
に
関
す
る
中
央
巡
廻
裁
判
所
の
判
決
は
、
ま
ず
、
行
政
命
令
が
琉
球
列
島
統
治
の
基
本
法
で
あ
る
、
と
し
た
う
え
で
、
行
政
命
令
第
］
一
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説論

節
に
よ
れ
ば
、
「
琉
球
統
治
の
立
法
権
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
か
ら
、
行
政
命
令
に
よ
つ
て
国
防
長
官
へ
、
国
防
長
官
か
ら
高
等
弁
務
官

へ
委
任
さ
れ
、
対
内
外
的
事
項
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
法
令
制
定
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
が
、
他
方
同
第
七
節
に
よ
れ
ば
、
「
対
内
的
事

項
に
つ
い
て
の
立
法
権
は
立
法
府
に
も
与
だ
ら
れ
て
お
り
、
高
等
弁
務
官
の
権
限
と
競
合
し
て
い
る
。
　
（
立
法
府
に
は
、
右
対
内
的
事
項
の
立

法
に
つ
き
な
ん
ら
の
制
限
も
な
い
。
）
」
と
い
う
。
　
「
友
利
事
件
」
は
、
米
国
民
政
府
布
令
第
六
八
号
（
琉
球
政
府
章
典
）
二
二
条
後
段
（
一
九

五
七
年
改
正
八
号
）
と
、
立
法
院
議
員
選
挙
法
一
九
条
（
一
九
五
五
年
一
旦
壬
日
、
立
法
第
一
号
）
と
が
矛
盾
す
る
内
容
の
規
定
を
お
い
た
た
め
、

布
令
と
民
立
法
が
競
合
し
た
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
布
令
と
民
立
法
が
競
合
し
た
場
合
に
、
調
整
す
る
規
定
は
な
い
。
判
決
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
論
理
を
展
開
し
て
、
対
内
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
布
令
よ
り
も
民
立
法
が
優
先
す
る
こ
と
を
結
論
し
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
命
令
第
二

節
の
規
定
は
、
す
で
に
制
定
さ
れ
た
立
法
を
廃
止
で
き
る
の
は
、
制
定
後
四
五
日
以
内
に
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
廃
止
で
き
な
い
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
　
「
行
政
命
令
は
、
対
内
的
事
項
に
つ
き
立
法
権
を
民
立
法
に
委
ね
、
立
法
府
の
権
限
に
も
と
づ
き
な
し
た
立
法
も
し
く
は
立
法

案
に
対
し
て
高
等
弁
務
官
が
関
与
す
る
に
つ
き
制
限
的
手
続
規
定
を
定
め
た
の
は
、
民
主
主
義
の
諸
原
理
な
か
ん
づ
く
住
民
自
治
の
原
理
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
已
に
公
布
さ
れ
た
立
法
は
、
行
政
命
令
第
一
一
節
の
手
続
を
高
等
弁
務
官
が
履
践
し
て
廃
止
し
な
い
限
り
民
立
法
の
効

力
を
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
」
。
な
ぜ
な
ら
高
等
弁
務
官
が
行
政
命
令
第
一
一
節
の
規
定
を
潜
脱
し
て
す
で
に
制
定
さ
れ
た
民

立
法
に
抵
触
す
る
布
令
を
公
布
す
る
こ
と
に
よ
り
右
立
法
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
他
方
に
お
い
て
改
正
行
政
命
令
が
立
法
府
に
付
与
し

た
立
法
権
を
お
か
す
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
行
政
命
令
第
二
節
の
手
続
を
な
す
こ
と
な
く
、
対
内
的
事
項
に
関

す
る
法
令
を
高
等
弁
務
官
が
公
布
し
、
そ
れ
が
巳
に
制
定
公
布
さ
れ
た
民
立
法
と
抵
触
す
る
場
合
は
、
行
政
命
令
が
志
向
す
る
住
民
自
治
の
理

念
に
の
つ
と
り
民
立
法
が
優
先
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
を
相
当
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
布
告
第
一
三
号
二
条
の
規
定
は
、
対
外
的
事

項
お
よ
び
、
行
政
命
令
第
一
一
節
の
手
続
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
巧
み
な
、
し
か
し
、
沖
縄
の
権
力
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
き
わ
め
て
大
胆
な
判
決
の
理
論
構
成
は
、
施
政
権
者
に
と
っ
て
足
下
を
掘
り
崩

さ
れ
る
印
象
で
受
け
と
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
米
国
民
政
府
裁
判
所
の
移
送
命
令
が
出
さ
れ
た
（
一
九
六
六
年
六
月
七
日
）
の
は
当
然
で
あ
っ
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基本的人権の歴史性←）（萩野）

た
。
し
か
し
、
米
国
民
政
府
民
事
裁
判
所
も
、
琉
球
政
府
立
法
院
の
固
有
の
立
法
権
を
主
張
す
る
中
央
巡
廻
裁
判
所
の
論
理
を
承
認
し
た
。
す

な
わ
ち
、
高
等
弁
務
官
が
、
行
政
命
令
第
一
一
節
a
項
の
規
定
に
基
づ
き
「
安
全
保
障
に
不
可
欠
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
琉
球
列
島
に
お
け

る
全
権
限
の
一
部
又
は
全
部
を
自
ら
行
う
」
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
対
内
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
立
法
権
は
、
琉
球
政
府
立
法
院
に
留
保
さ
れ
て

い
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
し
て
、
布
令
・
布
告
な
ど
に
よ
る
施
政
権
者
の
一
方
的
意
思
に
よ
る
支
配
か
ら
、
自
ら
の
自
治
的
立
法
に
よ
る
自
律
の
範
囲
を

拡
大
し
、
人
権
保
障
を
し
だ
い
に
確
か
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（（87））
　
注

　
じo
］
●
O
①
○
お
¢
一
ご
↓
訂
¢
三
Φ
α
Go
一
象
Φ
ω
ぎ
チ
①
菊
図
爵
旨
ω
”
↓
ぼ
H
霧
巳
巽
9
ω
①
。
・
知
の
＜
一
＜
①
倉
Z
k
。
⊂
鉱
く
①
邑
受
雷
≦
園
の
く
融
ヨ
く
〇
一
，
。。
P
Z
9
9

Z
O
＜
」
8
蒔
も
。
oo
O
吟

佐
久
川
政
一
、
仲
原
俊
明
訳
「
琉
球
の
中
の
合
衆
国
ー
外
地
事
件
は
蘇
生
さ
れ
る
」
沖
大
論
叢
七
巻
一
号
七
五
頁
以
下
参
照
。

　
0
8
お
ρ
o
ワ
鼻
●
も
。
G
。
O
P

　
赤
嶺
義
信
「
琉
球
統
治
基
本
法
（
そ
の
一
）
」
琉
大
法
学
二
号
。

　
拙
稿
「
主
権
問
題
と
憲
法
の
適
用
」
現
代
の
眼
一
九
六
八
年
七
月
号
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

　
た
と
え
ば
、
一
九
六
六
年
六
月
七
日
の
「
友
利
事
件
」
の
中
央
巡
回
裁
判
所
一
九
六
六
年
二
月
二
五
日
判
決
お
よ
び
「
第
ニ
サ
ン
マ
事
件
」
の
同
裁

判
所
一
九
六
五
年
一
〇
月
七
日
判
決
に
た
い
す
る
移
送
命
令
。

　
米
軍
人
・
軍
属
に
た
い
す
る
裁
判
権
、
捜
査
権
が
、
琉
球
政
府
裁
判
所
や
民
警
察
に
ぎ
わ
め
て
不
十
分
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

し
ば
し
ば
、
人
権
よ
り
も
軍
事
目
的
が
優
先
し
て
、
人
権
侵
害
に
た
い
す
る
救
済
は
、
行
な
わ
れ
な
い
か
、
ま
た
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
不
十
分
に
し
か

行
な
わ
れ
な
か
っ
た
（
金
城
睦
「
あ
い
つ
ぐ
米
兵
の
犯
罪
と
県
民
の
怒
り
1
女
子
高
校
生
刺
傷
事
件
に
つ
い
て
」
（
法
律
時
報
一
九
七
〇
年
七
月
号
）
、

同
「
裁
判
と
い
う
名
の
人
権
侵
害
－
糸
満
町
主
婦
れ
き
殺
事
件
無
罪
判
決
の
本
質
」
（
「
沖
縄
と
人
権
と
私
」
六
九
頁
）
。

　
拙
稿
「
沖
縄
の
『
憲
法
』
判
例
の
研
究
」
（
法
学
論
集
）
五
巻
一
号
三
五
頁
以
下
。

　
琉
球
政
府
立
法
院
の
制
定
法
を
「
立
法
」
と
呼
ぶ
。
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説仏面冊

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
14
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

　
拙
稿
「
沖
縄
の
人
権
判
例
の
研
究
ー
二
重
危
険
の
禁
止
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
三
号
一
二
五
頁
お
よ
び
拙
稿
「
公
平
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
ー
P
零
？

＜
Φ
蔓
の
権
利
と
沖
縄
法
」
法
学
論
集
六
巻
二
号
一
頁
以
下
参
照
。

　
現
代
の
眼
一
九
六
八
年
七
月
号
「
特
集
」
。
大
須
賀
明
・
影
山
日
出
弥
・
吉
田
善
明
「
憲
法
と
沖
縄
」
な
ど
。

　
上
問
敏
男
「
沖
縄
に
お
け
る
最
高
法
規
と
法
令
の
解
釈
権
」
（
裁
判
所
報
）
三
四
号
。

　
統
治
が
現
実
の
も
の
に
す
ぎ
ぬ
の
に
、
な
ぜ
服
従
義
務
を
肯
定
す
る
の
か
疑
間
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
断
片
的
、
断
続
的
な
憲
法
の
適
用
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
か
、
が
相
本
的
に
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
拙
稿
、
前
掲
、
現
代
の
眼
一
九
六
八
年
七
月
号
。

　
復
帰
運
動
の
重
要
な
側
面
の
一
つ
は
人
権
斗
争
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
獲
得
斗
争
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
新
崎
盛
暉
「
沖
縄
返
還
と
七

〇
年
安
保
」
五
八
頁
。
太
田
昌
秀
「
沖
縄
と
日
本
憲
法
－
平
和
憲
法
の
復
帰
は
幼
想
か
」
（
世
界
）
六
九
年
六
月
号
な
ど
。

　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
六
七
年
二
一
月
二
九
日
付
。

　
拙
稿
、
前
掲
、
現
代
の
眼
一
〇
二
頁
。

　
た
と
え
ば
、
前
掲
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
解
説
。

　
の
o
O
茜
ρ
8
。
F
P
・。
一

　
拙
稿
、
前
掲
、
現
代
の
眼
一
〇
四
頁
。

　
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
沖
縄
民
政
官
府
米
民
沖
行
法
（
法
令
の
解
釈
に
つ
い
て
）
。

　
金
城
秀
三
「
琉
球
に
お
け
る
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
（
一
）
（
二
）
」
琉
大
法
学
三
号
、
四
号
。
同
「
琉
球
に
お
け
る
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
に
関
す

る
最
近
の
判
例
の
動
向
」
琉
大
法
学
八
号
。

　
裁
判
所
報
三
〇
号
一
頁
。

　
琉
球
政
府
裁
判
所
の
裁
判
権
が
及
ぼ
な
い
の
は
、
原
則
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
（
行
政
命
令
第
｝
○
節
）
。
①
高
等
弁
務
官
が
合
衆

国
の
安
全
、
財
産
又
は
利
害
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
る
特
に
重
大
な
す
べ
て
の
事
件
又
は
紛
争
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
（
a
項
ω
、
b
項
ω
）
、
②

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
若
し
く
は
合
衆
国
国
民
で
あ
る
合
衆
国
政
府
の
被
雇
用
者
叉
は
以
上
の
者
の
家
族
で
あ
っ
て
琉
球
人
が
当
事
者
で
な
い

す
べ
て
の
事
件
叉
は
紛
争
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
（
a
項
ω
、
b
項
捌
）
、
さ
ら
に
③
合
衆
国
政
府
又
は
そ
の
機
関
に
対
す
る
裁
判
権
。

　
刑
事
に
つ
い
て
は
、
①
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
叉
は
軍
属
（
a
項
図
ω
）
、
②
合
衆
国
国
民
で
合
衆
国
政
府
の
被
雇
用
者
で
あ
る
者
（
同
＠
）
、
③
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（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

上
記
の
者
の
家
族
（
同
の
）
に
は
刑
事
裁
判
権
が
及
ば
な
い
。
④
統
一
軍
法
（
一
〇
¢
φ
ρ
o。
9
卑
。
・
β
）
に
よ
る
軍
法
会
議
の
審
判
の
対
象
と
な
る
者

が
除
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
（
c
項
）
。
⑤
事
物
管
幡
の
う
え
で
も
、
高
等
弁
務
官
が
、
合
衆
国
の
安
全
、
財
産
又
は
利
害
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認

め
る
特
に
重
大
な
事
件
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
は
排
除
さ
れ
る
（
b
項
㈲
）
。

　
金
城
秀
三
、
前
掲
、
琉
大
法
学
八
号
三
二
頁
。

　
た
と
え
ば
、
前
掲
、
　
「
『
人
民
』
発
行
不
許
可
処
分
取
消
事
件
」
判
決
、
「
友
利
事
件
」
一
九
六
六
年
二
月
二
三
日
判
決
（
裁
判
所
報
六
四
号
）
、
「
サ

ン
マ
事
件
」
一
九
六
四
年
五
月
一
二
日
判
決
（
裁
判
所
報
四
九
号
）
。

　
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
五
月
七
日
「
布
令
第
二
一
三
号
（
禁
止
さ
れ
る
又
は
許
可
を
必
要
と
す
る
示
威
行
進
及
び
集
団
行
列
並
び
に
罰
則
）
違
反

事
件
」
判
決
（
裁
判
所
報
五
七
号
一
頁
）
。

　
↓
接
讐
○
β
↓
○
旨
○
江
く
。
O
窪
貸
巴
匹
Φ
＆
O
b
卜
α
旨
一
三
。
・
貫
餌
江
o
昌
O
o
旨
ヨ
印
8
ρ
Ω
≦
一
〇
偉
。
8
Z
o
。
o
I
N
ふ
ρ
d
鉱
一
巴
oo
叶
簿
①
。
。
Ω
琶
》
ユ
ヨ
ぎ
陣
畏
p
D
ロ
8
Ω
≦
一

〇
8
3
留
け
巴
一
U
①
8
ヨ
げ
R
一
8
9

（
本
稿
は
、
文
部
省
特
定
研
究
「
日
本
の
産
業
構
造
変
革
と
南
九
州
南
西
諸
島
の
政
治
経
済
的
諸
問
題
」
の
分
担
課
題
の
一
部
で
あ
る
。
）
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基本的人権の歴史性O（萩野）


